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２０２０年度中央社保協第２回運営委員会報告  

 

２０２０年１１月４日（水）１３時半～ Web（ズーム）会議 

 

【出席確認】 

○代表委員 

  住江（保団連）山田（民医連）前田（全労連）鎌倉（医労連） 

寺川（東京） 井上(大阪) 

○運営委員 

 白沢（障全協） 池田（新婦人） 中山（全商連） 西野（全生連） 

 藤原（農民連） 民谷（福祉保育労）山田（全教）   （建交労） 

 吉田(大寿美)（年金者組合） 五十嵐（医労連） 上所（保団連） 

梅津（共産党） 井上（国公労連） 小泉（自治労連） 

山之内（医療福祉生協連） 久保田（民医連） 

沢野（北海道） 高橋（宮城） 川嶋（埼玉） 藤田（千葉） 

窪田（東京） 根本（神奈川） 寺越(石川) 小松（愛知） 

寺内（大阪） 楠藤（徳島） 西村(福岡)  

○事務局  

山口、是枝、工藤（保団連）、山本（民医連）、大西（全労連） 

 

                     

＜報告事項＞ 

  ９月 ２９日 第１回代表委員会 

 １０月  １日 世界高齢者デー 高齢期運動院内集会 

      ２日 ２５条共同事務局会議 

      ３日 滞納処分対策 Zoom学習会 

      ５日 ２５条共同「意見交換会」 

      ６日 社保入門テキスト打ち合わせ 

         いのちまもる実行委員会 

 １０月  ７日 第１回運営委員会 

      ９日 北海道・東北ブロック会議 

     １２日 社会保障誌編集委員会 

     １３日 四国ブロック会議 

         滞納処分対策会議 

     １４日 「４」の日宣伝行動 

          参加 ２４人（中央社保協１、保団連１、全商連１、共 

            産党１、東京社保協３、東京土建 15、東京地評２） 

署名 ２５筆（社会保障拡充、憲法改悪反対） 
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          ティッシュ ２０００個 

         福祉共同行動院内集会 

         地域医療運動全国交流集会実行委員会 

     １５日 関東甲ブロック会議 

     １６日 事務局会議 

     １９日 社会保障誌２０２０冬号責了 

     ２０日 介護全国交流集会実行委員会 

         事務局次長会議 

     ２１日 介護・市民の会 

         国保部会 

     ２２日 いのちまもる医療・社会保障立て直せ１０・２２総行動 

          厚労省要請 

     ２３日 近畿ブロック会議 

         税研集会実行委員会 

     ２５日 全国介護学習全国交流集会 

     ２６日 国会開会日行動 

         九州・沖縄ブロック会議 

     ２７日 介護提言打ち合わせ 

         東海ブロック会議 

         第２回代表委員会 

     ２８日 全労連社保闘争本部 

         ２５条共同行動実行委員会事務局会議 

     ３０日 後期高齢窓口負担２割化反対署名推進会議 

         介護・障害者部会 

  １１月 ２日 中国ブロック会議 

      ４日 第２回運営委員会 

         第２０３臨時国会定例国会行動 

  

 ◆「＃いのちまもる 医療・社会保障を立て直せ！10.22総行動」 

 ～医労連ニュース参照 

 １０月２２日 中央集会参加 ３２９人 全国５００か所以上で視聴・行動 

２８日現在、千葉県社保協、石川県社保協、京都社保協、広島県社保協、沖

縄県社保協から、共同で集会視聴、行動の報告あり。 

 

 ◆２５条共同行動実行委員会 

１０月５日 ２０２０「守ろう!社会保障 全国アクション」意見交換会 
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・呼びかけ 

「全世代型社会保障」の本質は、①社会保障に係る保険料や利用料を増額す

るとともに、給付を抑制し、②高齢者や女性等を死ぬまで働かないと必要な医

療・介護・福祉・教育等を受けられず、健康で文化的な生活ができない状況に

追い込み、③一方で、働くことが困難で公的制度から除外されている人たちへ

の支援を、地域住民の「助け合い」に転嫁することです。これらにより、国の

責任を国民の自己責任に丸投げすることで、社会保障費の支出抑制と新たな財

源確保、大企業への安価な労働力の提供を同時一体的に実現しようとする施策

に他なりません。 

「全世代型」への転換は政府・省庁・財界が協力して進めています。これを

阻止するには、私たちが「守るべき社会保障」のあり方を明らかにし、年齢や

立場、分野を超えた共同を一層強化する取り組みが必要です。 

・討論のまとめ 

①全世代型社会保障検討会議の最終とりまとめに向けて、政府交渉、議員要

請を検討する。 

②政府の自助を前面に打ち出す社会保障ではなく、求められる社会保障につ

いて、実行委員会として検討を深め、懇談会や学習会を計画する。 

③「守ろう 社会保障 全国アクション」を継続させる。 

 ※１１月１０日に実行委員会を開催予定。 

 

◆権利と福祉を守る関係団体共同行動実行委員会 

１０月１４日 学習決起集会・政府交渉 ～ニュース参照 

 

◆１０月２５日 全国介護学習交流集会 

 参加 ２６７人 

 ・会場参加 28人 ・youTube最高時 139人 ・ウェビナー最高時 74人 

・集団視聴 26人(掴んでる範囲) 

   <内訳>～ 北海道 5、東京医労連 4、 愛知自治労連 4、愛知県医労連 3 

    しまね 5、 鹿児島自治労連 5人 

 

 参加者感想から 

〇介護保険制度発足 20年の動きが、コンパクトにまとめられており、大 

変分かりやすかった。同時に 2000年の介護保険発足当時から予想されて 

いた問題点が、何も改善されず予想どおりに進んでいるように感じた。日 

本社会は経済界に操られていると強く感じます。 

〇中国人留学生からの率直な疑問、「自助は社会保障？」は本当に滑稽だ 
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と感じました。このような意見を、国民に問いかけていくことが重要であ 

り、有効なのでは？と感じました。 

〇経営困難、人員不足の深刻化から事業閉鎖を具体的に議論しているが、 

「普段の社会の矛盾」制度発足からの 20年で介護保険は崩壊の危機が増 

していることを実感してます。講演にあった導入の「建前」がいずれも評 

価できない到達であること、小泉政権下で社会保障費の抑制が展開され現 

在の困難を招いていることなど直面する課題要因、本質が整理して理解で 

きました。自助、互助ではない本来の社会保障を取り戻すたたかいの契機 

として、非常に苦しいコロナ禍ではありますが介護現場から新しい介護保 

障を作りたいという思いです。 

〇コロナがもたらした影響は上記で述べた通り深刻で、「先の見えない介 

護に相まって先の見えないコロナ禍」という発言になる通り、現場や地域 

の今後の不安は切実であると感じます。いくつかの課題の中に「担い手不 

足」が取り上げられますが、ケアされる人が中心となりケアする人も守ら 

れる社会を皆が考える局面にあると思いました。暗い話題が続く世の中で 

すが、介護職として、あずみの里裁判の結果は心から嬉しく思いました。 

 

＜情勢の特徴＞ 資料参照 

 

＜協議事項＞ 

※「介護保険制度の抜本改革提言(案)」【Ver３】についての協議 

① 協議結果 

 抜本改革案における「介護従事者の処遇改善・職員確保について」、部

会より 2案が提案され協議したが、結論に至らなかったため代表委員

会にて全労連など労働組合の介護労働者における賃金問題での認識・

考え方を整理し結論を導き出すこととなった。 

 従って「案」としての成案確定については、12月運営委員会へ持ち越

すことにする。 

② 出された主な意見 

 介護従事者の賃金問題 

✓ 「産別」としての介護労働者の賃金のあり方を提起すべきではない

か。 

✓ 緊急提言では全産業水準まで近づける、抜本提言で全産業水準を達

成する、提案ではどうか 

✓ より具体の提案・提言を示すべきではないか。 

✓ 修正案 2に賛成 
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 自治体の役割がコーディネート役へと政府が変更していく政策の中

で、高齢者や介護従事者の権利を守り、制度を再構築していく視点が

必要だ。 

 障害者 65歳で介護保険への移行問題について、本人の意向に寄り添う

必要性とともに、政策的には中程度の障害者のサービスを外していく

方向であることの問題点を指摘する必要がある。 

 

（１）これからの共同行動の推進について 

  社会保障分野ごとに、さまざまな共同行動が推進されています。 

「医療・介護一体改革」「全世代型社会保障政策」「税＋社会保障」「働き 

方＋社会保障」など、一体改革と称して社会保障改悪が強行されています。 

 社会保障の課題は、国民のいのち、生活、将来に直結するものであり、国 

民、地域からの要求、運動が極めて重要です。そのために運動団体、労働組 

合等の共同が求められ、推進されています。 

 分野ごとの運動・共同推進と、「憲法２５条」「社会保障は国の責任で」等 

を掲げた社会保障拡充の共同をさらに大きく作り出していくために、社保協 

としての役割をどう果たしていくか、具体的な行動をどう作り出すか、検討 

を深めます 

 

〇憲法に基づく政治の確立、いのち、くらしを守る社会つくりを求める市民 

団体、労働組合等との懇談、要請 

〇野党共闘を構成する政党との懇談、要請 

〇政権が強行する全世代型社会保障政策、「自助、共助、公助」政策に対す

る「私たちの目指す社会保障<仮>」について検討、議論 

〇社会保障関連要求をまとめ、記者会見、アピール行動等の検討 

〇「憲法２５条」、「社会保障は国の責任で」等を掲げた行動の検討 

  

（資料）全労連、国民春闘共闘２０２１春闘方針第一次案から 

国民春闘共闘委員会と全労連は 21国民春闘で、公正な新しい社会へ「４つのつくる行

動」と「３つの戦略」を提起します。 

一つは、コロナ禍だからこそ賃金大幅引き上げ・底上げで、誰もが人間らしく暮らせる

生活をつくる。 

二つ目は、安定雇用と労働時間の規制強化などで人間らしく働けるルールをつくる。 

三つ目は、医療・介護、福祉、保育、教育、行政の抜本的な拡充など、いのちが守られ

安心して暮らせる社会保障と公共体制をつくる。 

四つ目は、新しい政治への転換で、憲法がいかされる社会をつくる、この４つの行動で
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す。 

この行動を実現させる 3つの戦略を提起します。 

一つは、ジェンダー格差や非正規格差など「いまそこにある格差を見える化」し、その

不条理に対し当事者が声を上げて変えることです。 

二つ目は、労働組合の見える化などすべてのとりくみに組織強化・拡大を位置づけ、

「要求実現と運動前進と組織拡大」の好循環でさらに運動を大きく前進させることです。 

三つ目は、来る総選挙を通して憲法が生かされる新しい政権をつくることです。この 3

つの戦略を 4つのつくる行動のすべてに位置づけて要求実現をめざします。 

 

 （２）当面する共同の推進 

①署名推進について 

・社会保障拡充(２５条)署名 

 第１回運営委員会で社会保障拡充 25条署名の取り組みについて討議した 

結果、今年度は提起しないことになりました。２５条署名自体の意義はこれ 

までも確認はされてきているところですが、現時点では既に、各県社保協で 

「いのち署名」を位置付けて推進する意思統一を行っていること、コロナ禍 

の関係で街頭や地域での署名活動もままならない状況もあり、現時点で新 

たな署名を提起することは困難であることで一致しました。 

 

・いのち守る３００万署名の取り組みについて 

すでに、各県社保協では、「いのち守る署名」を重点署名に位置付け、介 

  護署名や後期高齢署名とともに取り組みを提起しているところも出ていま 

す。署名の連名団体としても、全労連、医団連、社保協と、医療関係団体、 

労組の幅広い結集が実現しています。 

  ただし、コロナ禍もあり、地域での街頭宣伝や地域・職場で取り組みにく 

 い状況もあるとの報告もあっています。 

   

中央社保協として、「いのち署名」推進について以下の通り取り組みます。 

 

⑴ 全労連、医団連と共同し、「いのち守る３００万署名」として、目標 

３００万を掲げて取り組むこととします。 

 全労連 100万筆、医労連 180万筆と目標が設定されてており、今後医療

団体の目標も設定されていくなかで、概ね 300 万筆目標と考えられる。 

 ２０２１年３月上旬<４日予定>に署名提出、要請行動を計画します。 

 

⑵ 中央社保協加盟組織への要請行動を計画します 
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【各県社保協の取組み状況】 

 千葉：土建組合が 3 万枚、新婦人が 3 千枚の署名用紙を配布してい

く。全世代型社会保障に関する学習も要望されている。 

 北海道：医労連が取組んだ街頭署名活動でも、反応が良い。 

 愛知：全労連ルートで署名用紙が相当数降りてきていて広まっている。

反応は良い。 

 石川県：県社保協として 900か所の介護事業所に送付し、県民医連と

しても医療機関への送付を計画している。 

 徳島：医療生協や医療生協労組とともに署名推進の共闘組織へ 

 東京：署名推進の「人権としての医療・介護実行委員会を結成」し、

上野での定期的な署名宣伝活動を推進している。 

 新潟：県社保協として 1400 か所介護事業所に送付し、100 か所から

1700筆の返信がすでにあった。 

 

 ⑶地域での署名推進の呼びかけ 

～地方自治体への意見書採択要請 

～地元国会議員をはじめ、議員要請行動 

～地域の団体、労働組合への要請、各職場での取り組み追及 

～宣伝行動ゾーン<１３-１５日 ２３-２５日>の署名宣伝行動の強化 

 

⑶取り組み状況の提供、交換（ニュース、ホームページの活用） 

 

 ⑷国会議員要請、院内集会等の計画 

  ・医労連 １月下旬に署名推進決起集会を計画 

  ・全労連中央行動  

 

 〇取り組まれている社会保障関連署名は以下の通り。 

いのち守る署名 

介護改善署名 

 ※１１月２５日に署名提出行動（別紙） 

後期高齢２割負担化反対署名（１０月１日再スタート） 

 ※署名提出行動を、２０２１年２月１日で検討中 

 ※臨時国会中に、緊急議員要請行動（ＦＡＸ要請含む）を、１２月２日< 

水> 午前中で検討 

年金引き下げを求める署名（臨時国会に向けての緊急署名 年金者組合） 

保育改善署名（より良い保育実行委員会→１１月４日に中央行動） 
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生活保護基準引き上げを求める署名（国宛て、地裁宛て） 

障害者天海訴訟支援署名等の支援（団体署名、ネット署名） 

国立病院の機能強化を求める署名 

 

②地域医療共同推進 

４２４（４４０）共同行動（全労連、自治労連、国公労連、全医労、医労連、

中央社保協）による、公立・公的病院の統合、再検証について、地域で医療関係

団体とも連携して共同を推進してきています。 

「いのち署名」推進と、さらに地域住民の要求掘り起し、地域医療構想の撤回、

見直しを求める運動を進めていくことが重要です。 

 地域での共同推進にも重要な役割を持っており、社保協としても役割を果た

していくことが重要です。 

 キャラバン行動をはじめ、地方自治体への意見書採択や議員要請等について、

共同推進を呼びかけます。 

 １１月２３日の第１１回地域医療運動全国交流集会に結集します。（チラシ等

参照）交流集会の資料等の活用も呼びかけます。社保協からは都立病院を守る会

の高橋事務局長が特別報告を行います。 

  

（３）地域社保協の結成・拡大に向けて 

 ①組織拡大・強化方針について、２０２０年度中の討議を各ブロックで呼びか 

け、２０年度全国代表者会議で報告し、２１年度第６５回総会で確認を目指し 

ます。第４８回中央社保学校で地域社保協つくりの交流集会を計画します。 

 

 ②地域社保協つくりの運動、討議に活用できるようパンフ作成に取り組みま 

す。計画案。 

  ※地域社保協つくりパンフ  

    作成チームを結成して、具体化を図っていく。 

※社会保障入門テキスト（社会保障誌掲載で検討中） 

    若い世代で行う「フリートーク」を 12/19、12/21に開催するので、各

県社保協・中央団体で呼びかけを行うことを確認した。 

  ※年金パンフ（社保誌の基礎講座から） 

  ※介護提言パンフ 

※国保パンフ（第二弾） 

※介護・認知症パンフ ～ 社会保障誌（２０２１春号～）連載で計画 

 

   ◆いずれも、パンフ形式での発行ではなく、データ配信、社会保障誌掲載 
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等で対応します。作成にあたっては財政的面を考慮します。 

 

【参照・第１回運営委員会での意見】 

〇東京・小金井社保協ではコロナ禍の今だからこそと活動を再開する、また文京区では相

談活動を軸に地域社保協の活動を推進しているなど、タイムリーな提起となる。 

福岡県社保協では、地域社保協へ伴走型の支援を行いながら、活動の定着に県社保協が

力を発揮している。 

千葉県社保協ではコロナ禍で、自治体キャラバンに県社保協からの参加が地元の意識

との関係で困難な中、地元自身ががんばってキャラバンに取り組む経験も生まれている。 

全国一律的な「地域社保協つくり」とならないことから「地域社保協つくりパンフ」の

必要性についても疑問の意見があった。だからこそ、各地の地域社保協の様々ある条件を活

かしての具体的な経験や努力を豊富に伝え、共有していくことに主眼をおいて、各地の異な

る条件の中でも「地域社保協つくり」に意欲がわくものをつくっていくこととなった。 

方向性としては、提案で進めていくこととなった。 

 

（４）国保改善の取り組み（国保部会報告） 

 ①第二期国保運営方針（長野・長友講演報告より）  

   ・「統一保険料」の設定、見通し 

   ※統一保険料（税）率を打ち出したのは、北海道、福島県、岐阜県、大 

阪府、奈良県、和歌山県、広島県など７道府県。 

2018年度より統一 大阪 

2022年度までを目標に検討 北海道、福島、奈良、広島、沖縄 

2027 年度までを目標に検討 和歌山、佐賀 

 ・赤字削減計画、法定外繰入の削減 

  【各県の状況】 

 埼玉：国保運協で第 2 次案が了承され知事へ答申し、11 月中には県

として決定していく。パブコメの受け止めがこれまでとは違いスルー

された感じになった。 

 神奈川：統一保険料は将来の課題とされ、法定外繰り入れについては

保険料減免目的にも使える内容となっている。現在の流れは財務省か

らの圧力。 

 国への統一要求を掲げて運動化がいる。国保運動の交流会が必要。子

どもの均等割も含む要求を国に対して求めていく。社会保障としての

国保であることを国・行政に認めさせていくなどの意見が出された。 
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②当面する運動についての方向性 

ア、高い保険料（税）負担を下げる取り組み 

⑴地域住民は納税者であり、地域経済の担い手でもある。最低生活保障水準

（生活保護基準）以下での生活をしている人が多く加入しているのが国保。 

  実態の可視化。 

 

⑵第二期運営方針～統一保険料率を目指すとしていることについて。 

 厚労省のガイドラインでは、保険料水準の統一化について「市町村ごとの医療

費水準や医療提供体制に差があることに留意しつつ、将来的には都道府県での

保険料水準の統一を目指すこと」としています。 

 市町村ごとの医療費水準、医療提供体制には差があるにもかかわらず、保険料

水準の統一を図ると、平成の大合併時の保険料負担が引き上げられたような状

況が予想されます。ガイドラインは「各年で保険料水準が過度に上下することが

ないよう」ともしています。 

 保険料を負担する加入者の生活に影響を及ぼすことがないよう県・市町村に

求めていくことが重要です。 

 

⑶赤字解消・削減計画の立案が強調されています。保険者努力支援制度の評価

指標とも連動させていますが、何より、加入者の労働、生活実態を踏まえた慎重

な対応が求められています。 

また、保険者協力支援制度は、加点だけでなく減点評価が導入されており、自

治体の取り組みを評価し公費を投入する、という趣旨から外れています。 

 

⑷国保 44条減免などの減免制度の改善を追求する。 

 札幌市における裁判「国保 44条医療費一部負担金減免訴訟」は 2018年８月２２日、1審

では原告が敗訴したが札幌高裁にて逆転勝訴。その後、判決は確定。札幌市に対して、国保

窓口に相談に来た市民には、生活保護など総合的に対応するのが自治体の業務とした。 

 

⑸コロナ禍における要求実現、改善を恒常的なものに 

コロナ禍において、国保加入者に対しての一定の条件に該当すれば、保険料の

減免が実施され、傷病手当金を、新型コロナに感染した被用者に対し、支給され

るようになりました。 

なお、被用者以外の加入者に対しても、傷病手当金の対象を拡大している市町

村があり、今後、事業者に対しても対象を拡大していくことが重要です。 

コロナ禍において、制度上の改善がなされていることは評価し、加入者の生
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活・労働実態に応じたものであるといえます。国保加入者の実態を踏まえれば、

コロナ禍において実施されている改善施策は、一時的ではなく、恒常的に必要で

あることを示しています。 

 

イ、地域住民の健康権、受療権を保障するために 

⑴自治体にとって制裁措置よりも、丁寧な生活・労働実態の把握に努め、対応し

ていくことが、自治体行政の在り方として要請を強める。 

⑵地域住民と直接対応できる職員体制の維持・充実を図ることを自治体に求め

る。 

⑶滞納・差押え処分のルールを徹底し、過酷な取り立てをやめさせるとりくみを

引き続き強化します。 

⑷地域医療構想の見直し、撤回を求める地域からの運動を推進させ、「いのちま

もる署名」に取り組みます。 

 

ウ、国保パンフ（第２弾）の発行の検討 

※国保部会の首都圏社保協を中心に内容案を検討。 

 

エ、厚生労働省交渉を計画します。 

  １１月２５日、介護の厚労省要請に続いて計画します。 

  ※１１月２５日（水）１４時半～１５時半 参議院議員会館Ｂ１０４会議室 

   

（５）介護改善の取り組み 別紙資料参照 

1. 10月～12月の介護分野の具体化 

① 介護ウェーブ 

 署名宣伝行動  11月 14日(土)12：00～13：00 巣鴨駅前  

② 全国介護学習交流集会 

 日程：10月 25日(日)13：30～16：00 

 会場参加 28人、YouTube最高時 139人、ウェビナー最高時 74人、

集団視聴 26人(掴んでる範囲) 

  <内訳>北海道 5人、東京医労連 4人、 愛知自治労連 4人、愛知県

医労連 3人、しまね 5人、鹿児島自治労連 5人 

③ 介護認知症なんでも無料電話相談 

 11月 11日(水) 10時～18時 メイン会場：ラパスホール(コロナ

対策で会場変更) 
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 全日本民医連と東京民医連のルート、東京自治労連ルート等で相談

員の参加要請へ入っている 

 中央としては、NHKと懇談した(10/20) 

 参加：北海道、岩手、秋田、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静

岡、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、広島、

山口、香川、高知、宮崎、佐賀、鹿児島 24県 

④ 第 8期介護保険事業計画作成へ向けての行動については、前回部会資

料参照 

 

2. 介護提言作成へ向けての到達(別紙) 

 

3. 介護分野での共同の広がりをつくるために 

① 介護署名・・・連携する団体中心に協力要請を出すことする(部会・運

営委員会以降)協力が可能となれば、署名提出行動の協力・連携の模索

を進める。協力：日本社会連帯機構、守ろう！介護保険制度・市民の

会、21老福連 

要請中：認知症の人と家族の会(11/6常任理事会で確認される？)、さ

らに広げる。 

 2020年秋の臨時国会での行動について 

10月 26日(月)開会、12月 5日閉会予定の臨時国会開会中、2021年４

月から実施される介護報酬の改定において、介護の質の向上、安定的

な事業所経営、感染症への適切な対応が可能となるよう、介護報酬の

大幅な引き上げ、見直しを政府に実施を求めて取り組みを強化する。 

※中央国会行動「院内集会」の実施(案)  別紙参照 

①実施日：11月 25 日（水）10：30～14:30 

②会場：参院議員会館 B104会議室 (予定) 

 

② 共同の学習会 

 この国のあり方と社会保障制度を考える 「講演会」  別紙チラ

シ(市民の会作成) 

日時：11月 7日(土)14：00～16：00  会場：日本労協連・会議室 

主催：守ろう！介護保険制度・市民の会/ＭＣＷ（医療・介 
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護・福祉の会）/ 中央社会保障推進協議会 

 

③ 社会保障誌での連携強化の機会 

 2021年春号～「認知症」関連での短期連載を開始することで認知

症の人と家族の会との相談、登場を検討している。 

         

（６）相談活動の推進と、地域の「相談窓口」としての役割発揮、地域住民の要

求、声の掘り起こしを。（再掲） 

①新型コロナウイルス感染症拡大により、いのち、暮らしが脅かされているもと

で、労働組合、団体、専門家集団等さまざまな相談活動が展開しています。現行

の制度や新しく創設された制度を利用できない人もいます。地域住民のさまざ

まな困難、問題をとらえ、可視化していくことが重要であり、各制度を利用でき

るように、各地での共同を追求しながら相談活動の取り組みを強化します。 

②病院や介護事業所をはじめとして、地域に貼り出す「相談窓口」のステッカー

やポスターなど、施設、事業所等と共同し活用を図ります。 

③日常的な困りごとの相談体制について、地域のさまざまな労働組合や団体、専

門家集団と共同を強め、ネットワーク作りを展望します。 

④ネットワークつくりに向けて、地域社保協の体制強化、共同を推進します。 

 

（７）マイナンバー普及に反対する取り組みについて（再掲） 

２０２１年３月から、マイナンバーカードを健康保険証として使用、現行の健

康保険証のマイナンバーカードへの置き換えにより、すべての国民にマイナン

バーカードを普及させることを狙っています。 

マイナンバー反対連絡会議をはじめ、関係団体との共同を、中央社保協として

働きかけを強めます。 

①「健康保険証化反対」の運動の展開 

 ※社保協加盟の医療関連団体、労働組合との共同を追求 

 ※学習の推進 データ配信 

  ・北海道社保協資料「ますます危ないマイナンバー」 

  ・社会保障誌の２０２０冬号「マイナンバー制度の現状と社会保障」 

②適用拡大を認めない取り組み、 

③個人情報を保護する法制度の確立と、本人の承諾なしに「プロファイリング

（自動処理・決定）されない権利」の確立を求める運動、等に取り組みます。 

④社会保障給付の削減を目標に、個人情報を名寄せし、プロファイリング強化 

が狙わており、管理・監視社会への強化に反対します。 



14 

 

⑤マイナンバー反対連絡会議が検討する学習決起集会（１２月１１日予定）に結

集します。 

 

（８）第４８回中央社保学校について 

 第４８回中央社保学校は、２０２１年８月２８～２９日に、愛知県名古屋市で

開催します。Web参加の活用、企画について検討し、これまで以上の参加を目指

します。愛知県社保協と１１月１３日に実務打ち合わせを行い、第１回実行委員

会を１１月２６日に予定します。 

 次回運営委員会に概要提案予定。 

 

（９）当面する行動について 

 ①定例国会行動（予定） 

 日程・１１月４日（水）、 

１１月１８日（水）→未提出署名を提出予定、行動提起担当 

１２月２日（水） →主催者あいさつ（住江先生） 

 時間・１２時１５分～１３時 

 場所・衆議院第二議員会館前 

  ※１１/４、１２/２は運営委員会と重なるため、１１月１８日の行動日に集 

中し、今春の２５条署名等、未提出の署名を提出します。 

  

 ②中央社保協署名提出行動・院内集会 

 ・１１月２５日（水） 介護署名提出行動（チラシ案参照） 

 ・１２月２日（水）後期高齢二割負担反対署名提出行動を検討 

 ・１２月９日～１１日 高齢期運動連絡会、厚労省前座り込み行動 

 ・２５条共同行動実行委員会事務局が全世代型社会保障検討会議のとりまと 

めについての議員要請行動を計画中 

  

③宣伝行動について、 

１.行動集中ゾーン（１３-１５日、２３-２５日）を掲げて、行動を提起する。 

 ２.「４の日」宣伝 

１１月１４日（土）１２時～１３時 巣鴨駅 

   ※介護宣伝と共同 

１２月１４日（月）１２時～１３時 巣鴨駅 

３.２５条共同行動宣伝行動 

１１月２４日（水）１２時～１３時 御茶ノ水駅前 （予定） 

１２月２５日（金）１２時～１３時 御茶ノ水駅前 （予定） 
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 ４.消費税廃止各界連宣伝行動（毎月２４日予定）に結集します。 

    

６.その他 

 ①いのちと暮らしを守る税研集会」参加呼びかけ（別紙参照） 

  中央団体、関東甲ブロック中心に参加呼びかけます。 

  中央団体には、チラシの配信等お願いします。 

 

 ②団体報告 

 

③【当面の日程】 

  １１月 ４日 第２回運営委員会 

         定例国会行動 

      ７日 この国のあり方と社会保障制度を考える 「講演会」 

     １０日 ２５条共同行動実行委員会予定 

１１日 介護・認知症何でも無料電話相談 

１２日 北信越ブロック 

１３日 地域医療を守る運動全国交流集会実行委員会 

１４日 「４」の日巣鴨宣伝 ※介護宣伝合同 

１８日 定例国会行動 

２３日 地域医療を守る運動全国交流集会 

２５日 介護署名提出国会行動 

 

※全国組織代表者会議の開催について（確認事項） 

  ・日程 ２０２１年２月３日（水） 

・時間 １３時半～１６時（最長 1６時半） 

  ・場所 Web会議（Zoom）とし、※全国総会と同様のやり方で実施 

     メイン会場 日本医療労働会館会議室（参加は都内加盟組織に限定） 

 

※次回日程 

・日時 １２月 ２日（水） １３時半～  

・場所 Web会議 

      ※１月の運営委員会は、１月１３日（水）１３時半～ web会議 
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人権としての医療・介護 東京実行委員会 第１回事務局会議 報告書 

 

日時 10月29日（木）15:30～17：15            場所 東京地評会５階議室 

参加 東京保険医協会（小形）、東京民医連（西坂）、東京地評（阿久津）、東京医労連（高松） 

東京自治労連（喜入・椎橋・杉山）、都立病院の充実を求める連絡会（氏家・高橋） 

   東京土建（田村）、東京社保協（寺川・窪田）        下線 欠席 

記録 東京民医連（西坂） 

 

１、報告事項 

１）10/8第１回打ち合わせ会議報告の確認 別紙 

 上記会議後、東京土建から事務局団体として参加することが確認された。 

２）10・22＃いのちまもる総行動等 

 ①東京医労連から別紙により報告 

 午前の東京集会には13団体150～160人が参加。リレートークでは8団体が発言  

 午後の全国集会（web併用）には329人が参加 

 ②その他、中核派労組団体についての注意喚起 

３）独法化の動き、公的病院検討状況など情報・情勢～都立病院の充実を求める連絡会から 

 ①2021年の第１定都議会に独法化に向けた「定款」の提案準備がされている。また3月末に、都

の長期戦略ビジョンを策定方向する方向で、そこに独法化（スケージュール含む）盛り込むため

の動きがある（都立・公社病院PJ）。２定、３定がたたかいの山場となり、夏前の都議選となる。 

 ②都立病院は感染症指定病院以外も１～2 病棟を空けている状況で病床稼働率は 60％台。収益が

大きく減少し、これまで 400 億円であった一般会計からの投入が増える可能性がある。独法化

問題にも影響する可能性があり。 

 ③11月8日（日）尾崎東京都医師会長と懇談 

【質問】 

・定款が確認された場合、その後は？ 

 2022年4月1日の移行をめざし、理事長人事、都立病院廃止条例など議会での議決が求められる。 

・都議会各会派の動向は？ 

 独法化反対は共産党（18人）、上田れい子都議（コロナ禍の中で行うのはいかがか）、 

 立憲に合流した5人の都議（公社の独法化は良いのではとの意見もあるよう） 

４）いのち守る署名 各団体取り組み状況 

 ①東京医労連より、街頭での署名活動に対する反応が良い等の報告 

 ②すでに開始した事務局団体もあるが、本格的にはこれからスタートの状況。 

 

２、協議事項 

１）都議会宛署名について 

 ①原案に沿って内容、連絡先等について協議。最終案はメールで送付し確認をとる。 

 ②印刷は11月上旬、10万部とし各事務局団体への配分を調整していく。印刷費用については後日 

  事務局団体で相談。 
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２）署名の提出時期について～前回確認した「４定提出、1月審議」とするかどうか 

 都立病院の充実を求める連絡会での意見調整を待ち、変更する場合には、実行委員会を臨時で開

催する。 

３）署名推進のための運動について 

 ①行動日程は可能な限り2か月前には確定していく 

 ②当面11月～12月の日程 

  医療関連協 宣伝 11月28日（土）午後、12月19日（土）午後 

        署名学習会 12月14日（日）14時～ 中野サンプラザ 

  都立病院の充実を求める会 別紙→各団体で近隣の組織・加盟員等に呼びかける。 

 ③次回、1から2月の日程を確認する（学習会・決起集会等も含む） 

 

３．実行委員会の呼びかけ～とりあえず現参加団体で 

 

４、次回会議開催日（当面定例日は毎月第4木曜日、社保協常任幹事会終了後） 

11月26日（木）15:30～ 東京地評5階会議室 

 

以上 



鰊ンすかつ

都立病院・公社病院0
地方独立行政法人化に反対です:

私たちも―署名‐へのご協‐力を呼びかけます

宇都宮 健児

弁護士    精神科医    健和会臨床看   医師 NPOえが、  現代教育行政  スタンダップ・

元日弁連会長
  意整李覇凝機   

護学研究所長   医療制度研究   研究会代表  コメディアン
会冨1理事長

身体学科教授

長期にわたる感染症対応
このままでは医療現場:ま覇壌しかねません :

中 幸

雨

一醐却

攀

/
香山リカ 川嶋みどり 本田 宏 前川 喜平 宮子あずさ

攀



東京都議会議長 様

新型コロナウイルス感染症拡大と今後の対策に向けて

都立・公社病院の地方独立行政法人化を申止し、
医療サービスの充実を求める講願

請願主旨

東京都は2019年 12月 、都立8病院と保健医療公社6病院の地方独立行政法人化を発表し、直営病院を全廃する方針

を打ち出しました。

現在、新型コロナウイルス感染症拡大の中で、PCR検査体制の不足は続いており、保健所、医療機関の危機は深刻

で、地域医療の崩壊につながりかねません。

こうした下で、都立。公社病院は真っ先に感染者を受け入れ、新型コロナウイルスに対応してきました。公立。公的病院、

地域医療機関の果たす役割はますます重要になつています。

しかし、東京都は都立病院。公社病院を「採算優先」で地方独立行政法人化しようとしています。すでに地方独立行政法

人化された病院では、患者負担が増加し、職員の確保が困難になるなど深刻な実態が明らかになっています。地方独立行

政法人化を強行すれば、感染症をはじめとする行政的医療の後退だけでなく、都民が受ける医療の切り捨ても危惧されま

す。都立。公社病院の地方独立行政法人化は中止すべきです。

国は、医療費抑制と医師不足を理由に全国の440公立。公的病院に対して病床削減。再編統合を求めています。東京都

でも都立神経病院、区立台東病院など9病院が指名されていますが、それぞれ地域。住民になくてはならない病院と確認さ

れており、再編。統合は中止すべきです。

東京都が都民のいのちを守る自治体の責任を果たすよう下記について請願します。

__  _             記

:請願事項 |

1 新型コロナウイルス感染症対策で重要な役害」を果たしている都立 ,公社病院の「地方独立行政法人化」を中止し、
都直営で運営することにより、医療体制を充実してください。

2東京都は病床削減統合の対象となった公立 .公 的病院9病院を存続し、充実することを国に求めてください。

3東京都はPCR・ 抗体検査と医療体制の抜本的強化で、コロナ対策を充実してください。

4保健所の増設・保健師等の増員と拡充を行い、感染防止と公衆衛生の抜本的強化をはかってください。
5重大な経営難・経営危機にみまわれている医療機関への抜本的な財政支援を東京都が行うとともに、国の支援を

求めてください。

氏 名 住 所 (都道府県名をお書きください。氏名、住所は「向上」や「″」としないでください。)

※ この署名用紙は、東京都議会請願以外個人情報が使用されることはありません。

人権としての医療・介護東京実行委員会   〒170-005東京都豊島区南大塚 2-33-10東京労働会館 6階
東京社保協内 電話 03-5395-31 65 FAX03-3946-6823 emallisyahokyo tokyo@gmail com

取扱団体 :



「介護をよくする東京の会」第１１期5回事務局会議 報告 
日 時：2020年11月18日（水）10:00～11:30 

場 所：東京自治労連会議室 

出 席：久保（地評）、杉山（自治労連）、久保（医労連）、芝宮（年金者組合）、及川（民医連）、相川（社保協）、

森永（全国ヘルパー連絡会）、細見（医労連）、窪田（社保協）             下線は欠席 

 

＜報告事項＞ 

１、第１１期４回事務局会議報告 

・確認した 

 

２、情勢報告等 

・報道記事：全世代型社会保障検討会議動向。マイナンバーカード促進･･･健康保険証の廃止？ 

・10/22 いのちまもる総行動 日比谷野音に329名（午前の東京集会には150名） 全国500カ所で視聴。 

・10/25 介護学習交流集会 全国で参加267人 

・11/1 都民生活要求大運動実行委員会要請での介護分野報告 

 ･･･都の回答は毎回同じスタンスなので、次回はそれを前提に突っ込み方を検討して臨む。9月の時の様に個

別に要請すると担当者と懇談になるので、繰り返し要請を行っていった方がよい。 

・11/11 介護認知症なんでも無料電話相談 24都道府県で実施。265件（未集計あり）の相談 

 ･･･コロナによる面会制限は人権侵害。職員は対策で業務量が増えるといった相談が特徴的。双方が懸命に対

応している。オンライン面会は大変。経営が大変で職員含めて施設ごと身売りされるという状況もある。 

・11/14 12～13時 4の日＆介護ウェーブ宣伝 巣鴨駅 10団体39名 62筆 署名入ティシュ1600個 

 ・社保テキスト作成プロジェクト 

 ・社会福祉法一部改定について･･･自治労連で問題提起チラシを作成中。具体的現われが見えてこないが、介護

給付費削減のため、様々な福祉分野事業の包括化、民間丸投げが予想される。学び８期計画の中でも対応

してゆく必要がある。 

 

３、各団体からの報告 

 民医連：12報問題等で厚労省要請。様々な意見が寄せられているが、補償優先でそこまで議論できていなかっ

た。感染対策をどこまで報酬で賄うのか、助成金とするのか議論が必要。省令改定で、要介護者の生活

支援まで総合事業で行うことは今のところ考えていない。報酬改定についてコロナは収支差に大きな影

響はなく、事業所の経営状況からしてもプラス改定の根拠はない。有効求人倍率も低下しており、処遇

改善をさらに進める必要はない。 

 医労連：11/10・11と対政府交渉。いのち署名の紹介議員は70名と広がっている。今週はツイッターデモの取

り組み。11/21は巣鴨駅前宣伝。 

 地評：10/24 ヘルパーネット総会で取り組み報告を行った。新宿は事業所アンケートを実施して対区交渉。介

護従事者の組織化が課題で具体化していきたい。 

 相川：奥多摩町立病院の再編統合するなの請願は、町議会複数会派が賛成。国会要請では自民も含めて紹介議

員となった。11/28保健所学習会を開催するが、この時にも社会福祉法改定について報告したい。 

 自治労連：11/21 保健所・公衆衛生問題で学習会。地域調整会議が行われており、Ｗｅｂ傍聴も可となった。

都立病院独法化反対署名が提起され、短期集中で取り組む必要がある。 

 

＜協議事項＞ 

１、介護保険制度改善などの当面の取り組みの重点について 

１）中央社保協で「介護保険制度の抜本的改革提言（仮）Ver3」案は引き続き論議となったが、来月で決着が

つくと思われる。 



 

２）各自治体との懇談・要請、国への意見書、などの取り組みなど 

  第８期に向けての情報収集と要請 

 ・都高齢者保健福祉計画の情報収集と分析をする。1月末のパブコメに向けて情報収集をする。 

・それが都内各自治体の第8期介護保険事業計画の運動・パブコメに反映させられるかも 

  ・参考：世田谷社保協のパブコメ 

  ･･･社会福祉法改定の反映部分を掴み、パブコメで指摘してゆく必要がある。 

 

３）当面、感染状況や自粛をしながらも学習会は検討。テーマをどういったものが良いか？ 

・東京独自のテーマで開催したらどうか？来年度前か直後には何らか実施？ 

現場事例など身近な話をテーマにした学習会？ 

  ･･･社会福祉法改定についてさらに学びたい。感染対応もあり、少人数でも実施したらどうか。改定内容の

具体化がどの様に現れるのか？行政職員から現状を聞ける可能性があり、実態をつかんでいる地方議員

にも話してもらう（講師料も出す）。場所は、労働会館の会議室をメインにＷｅｂ利用も含めて開催を追

求する。対象者は我々をはじめ、関心のある人。時期は予算議会の始まる前で１月中旬頃。開催具体化

についてメールで持回り確認してゆく。 

 

 

３、具体的な取り組みについて 

 １）介護中央国会行動 

 ・11月25日（水）10時半～14時半 参議院議員会館 B104会議室 4～50名、Webも予定 

10時半～ 介護学習会 報酬改定の動向など 

12時～ 院内集会 

13時半～ 国会議員要請行動と厚労省要請行動 

 ２）12月14日（月）12～13時 巣鴨駅前宣伝 

 

 

４、当面の取り組みについて 

・１１月２１日(土)１２～１３時 介護宣伝 巣鴨駅前 

・１１月２５日(水)１０時３０分～１４時３０分 中央国会行動 参議院議員会館 B104会議室 

 ・１２月２～４日(金) 高齢期運動連絡会 人事院角交差点での座り込みなど  

 

 

 

次回会議予定：１２月９日（水） １０時～  場所：労働会館4階・自治労連会議室 

              ＊定例会議は第２水曜日 







実施 都道府県 各県受 東京受件数 各県合計
1 東京 97 19 19
1 北海道 9 9

青森 2 2
山形 1 1

1 岩手 8 4 12
1 秋田 5 1 6

宮城 2 2
福島 4 4
栃木 3 3
茨城 2 2

1 埼玉 18 3 21
1 千葉 10 1 11
1 神奈川 20 1 21
1 山梨 2 2

群馬 1 1
長野 4 4
新潟 3 3
石川 3 3
福井 2 2

1 静岡 5 2 7
1 愛知 9 2 11
1 岐阜 2 2
1 三重 1 1
1 滋賀 5 5

奈良 1 1
1 京都 11 1 12
1 大阪 20 3 23
1 和歌山 1 1
1 兵庫 9 9

岡山 1 1
1 広島 8 8
1 山口 6 1 7

島根 1 1
1 香川 5 5

愛媛 2 2
1 高知 3 1 4

福岡 1 1
大分 1 1

1 宮崎 12 2 14
1 佐賀 0 2 2

長崎 1 1
熊本 1 1

1 鹿児島 5 5
沖縄 1 1

不明 17 17
24 271 97 271

鳥取 0
徳島 0
富山 0
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11月度事務局団体会議・報告 
2020年 11月 16日                    消費税廃止東京各界連絡会 

出席：なくす会、東京土建、共産党、東商連、自治労連、社保協、東京民医連、東京地評 

 

情勢など 

  安倍政権の継承をかかげる菅首相は、学術会議のメンバー外しなど早速民主主義を踏みに

じる態度を明らかにしています。また経済諮問会議も新自由主義の権化である竹中平蔵氏や

「日本は中小企業が多すぎる淘汰されるべき」との考え方を持つデービット・アトキンソン

氏を起用するなどアベノミクスのいっそうの促進の方向は明らかです。消費税増税・新型コ

ロナ危機から経済を立て直すには消費税減税が決定的です。国民の減税世論に背を向ける菅

政権を倒すためにも、予想される総選挙で消費税減税を野党の共通政策にさせていく運動が

もとめられます。 

 

定例宣伝 11月 18日（月） 12：00～12：45 8団体 17人参加 署名 5筆 宣伝物 300 

 

一 この間の取りくみ、各分野からの報告 

（なくす会）清瀬市で消費税引き下げ求める請願採択。総会開催、税理士はインボイスが導

入されれば中小業者が淘汰されると危機感。草の根の活動頑張り始めている。（共産）ＧＤ

Ｐ速報値上昇、落ち込んだ半分も回復していない。都議会でも野党共闘すすめる。（地評）

景気悪化倒産など年末厳しい。雇用悪化、組合員のところへも解雇がひたひたと迫っている。

景気浮揚策としての消費税減税入りやすくなっている。マイナンバー反対の運動課税強化に

つながる。（土建）地域各界連の宣伝 10 月 13 地域で実施。会議・学習会なども多くのとこ

ろで再開されてきている。大手ゼネコンが 1次下請けに単価切り下げ要求。オフィス余りな

どで工事の絶対数減少。（民医連）コロナでの困難事例（手おくれ）調査、今までは男性が

多かったが男女比が 1：1 女性の割合増加、無料定額診療へ 20～30 代も増えてきている。

（社保協）全国介護無料相談に 360件、東京 99件、コロナで面会できない、虐待疑いなど。

施設も困っている介護報酬据え置き、75 歳以上の 2 割負担やる方向。生活保護申請少ない

突破させていくことが必要。（東商連各種補助金 5 割以上受けられない。受けられても手元

資金が尽きる。飲食店はすでに 1割廃業の地域も。支援策と消費税引き下げが必要。 

 

二 確認・討議事項 

（１）宣伝物など 

ポスター、のぼり、ティッシュ。東京各界連として購入し、各団体へおろしています。必

要部数をご相談ください。 

 

（２）都議会請願…12月をめどに消費税引き下げ求める請願提出を検討。 
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（３）池袋駅大宣伝行動 10月 26日（月）午後 5時～6時 池袋駅東口（ニュース参照） 

司会大内（東商連）、発言：東商連星実会長、東京自治労連喜入肇書記局長、東京民医

連山根浩常駐幹事、東京地表女性センター菊池友里事務次長、日本共産党山添拓参議

院議員。（欠席第一経理平石京子税理士） 

 

 

四 次回の宣伝・署名行動、事務局団体会議等 

 1、定例宣伝 大塚駅 南口 ・・・ 12月 21日（月）12：00～12：45 

2、事務局団体会議 ・・・  12月 21日（月）13：45～14：00 東京自治労連会議室  

 



 



 

 

  
 

第１０回口頭弁論の報告集会開かれる 
 
◆口頭弁論（弁論準備手続き） 

2020年 10月 22日東京地方

裁判所において、「新生存権裁

判東京」の第 10回口頭弁論（弁

論準備手続き）が行われました。

コロナ禍の中、地裁 103 号大

法廷では傍聴席では原告弁護

団と関係者数名の参加で手続

きがすすめられました。 

原告弁護団は「物価下落」根

拠として」いる「デフレ調整（物

価下落を理由に保護費を下げ

る）」、「ゆがみ調整（激変緩和のための変更分を 2 分の 1 にする）」が全くデタラメ

であることを詳細な資料を示して弁論しました。しかし、被告の国側が「反論しな

い」として何ら合理的な理由を示さない、全く泥縄的な姿勢に終始しました。いよ

いよ生活保護基準引き下げが違法であることが明らかになっています。 

 

◆原告弁護団による報告集会 

衆議院第 2 議員会館第一会議室で開かれた報告集会では、コロナ禍にもかかわら

ず、50 名の参加で報告集会が開催されました。 

 原告弁護団から、本日の弁論準備手続きの状況説明がありました。冒頭に７月よ

り裁判長が交代となり、新しい裁判長は事務的で前の裁判長に比べ原告への配慮や

被告（国側）に対して理由説明の不備について何ら指示もしないという、原告側に

とってあまりよろしくない裁判長であるとの指摘がありました。 

～人権としての社会保障を求める『人間裁判』～  №6 

新生存権裁判東京ニュース 
 

発行：生存権裁判を支える東京連絡会  2020 年 11 月 1 日 



 今回の弁論手続きの内容は、これまでの弁論と提出してきた準備書面のまとめで

あるとして、「デフレ調整」であたかも大幅に物価下落があったような計算式のもと

に統計資料を示し、また「ゆがみ調整」により引き上げが必要な世帯の引き上げを

2 分の 1 にしたため本来あるべき基準額が下回ることになったということです。 

さらに言えば、 

①生活保護給付水準１０％引き下げの自民党公約である。 

②田村厚生労働大臣が基準部会の最終報告を待たずに引下げ方針を明言。 

③世耕議員が厚労省幹部と「２分の１調整」と「デフレ調整」を協議。 

④厚生労働省職員も「生活保護に厳しい自民党政権に代わり、さらに削減しないと

いけなくなった。そこで『デフレ』という考えが出てきた」と述べている。 

⑤名古屋地裁判決も、「本件各告示による生活保護扶助基準の改定が、自民党の政策

の影響を受けていた可能性を否定することはできない。」と判示していることから、

まさに「引き下げありき」そのものです。以上のことから「専門技術的かつ政策的

な見地」からの裁量を逸脱していることは明らかと言わざるを得ないと指摘しまし

た。 

 生活保護は憲法 25 条にある国民すべてが享受できる権利であり、生活保護制度

は憲法の主旨に沿った様々な国民運動で勝ち取った制度でもあります。国民生活の

最後のセーフティーネットであり、その基準は国の４７の福祉制度に影響を与える

のです。安倍元首相は 2020 年 6 月の国会で「生活保護制度は国民の権利である、

躊躇なく申請を」と答弁し、厚生労働省もその答弁の主旨をホームページに載せま

した。このことは、一定の改善を余儀なくしており、運動の大きな成果であります。 

 さらに、生存権裁判運動の輪を拡げ勝利を勝ち取るまでがんばりましょう。 

 

◆次回の生存権裁判を支える東京連絡会幹事会 

 

   ２０２０年１２月１５日（火）１４：００～  

南大塚・東京労働会館 ５階地評会議室 
  
◆今後の生存権裁判の予定 

 

 【次回の予定】 
 
２０２１年 ３月１６日（火)   １１：３０～第12回口頭弁論期日 １０３号法廷 

（報告集会：１４：００～於衆議院第１議員会館 大会議室予定） 

 



東京高齢期運動連絡会  

①第3回常幹 11月16日(月)14:00～16:30  

②各参加団体の活動交流  

・１時間とって丁寧に交流、コロナ禍の中での高齢者の困難の実態、団体・地域の取り組み

を具体的に出しあい交流した。 

③この間の取り組み 

・11月1日(日)新宿歩行者天国大宣伝行動 75歳2割反対！年金下げるな！を掲げ、100名参

加、年金者組合が「年金一揆」と位置づけ 

・75歳2割負担反対、都議会へ陳情提出、東京広域連合へ要請実施 

・日本学術会議任命拒否撤回要請を首相宛送付 

④当面の取り組み  

・12/2～12/4厚労省前年末座り込みを行う（西幸門交差点人事院角） 

 12/2(水)10:30～国会要請行動（衆院第2議員会館）12/4(金)学習決起集会（衆院第2議員会

館）と合わせ3日間の行動を成功させる。 

・自治体要求共同行動12/17（木）14時～ 豊島区東部区民事務所にて「23区中間交流集会」

を予定（当初12/3予定を座り込みとぶつかり変更） 12/21日(月)14時～北多摩西教育会館

で「三多摩地域交流集会」 

・「高齢者の人権宣」の学習・討論の取り組みのために、人権宣言学習討論推進班を構成し

た、パンフレット100円/部現在東京で約1300部普及。ブックレット500円/部 現在東京で

約110部普及。これから学習会などの組織を進める。 

・75歳2割負担導入反対 署名推進のために宣伝ビラを作成する。11月中に準備し印刷は3万

部のみ、ＰＤＦで提供し活用を団体地域にお願いする。引き続き署名の推進を各団体に働

きかける。 

・日本高齢者大会は2021年9月23日~24日長野で開始、2021年の東京のつどいはこれから構想

を練る。12/8（火）10時～東京高連事務所で対策を相談する小委員会を開始。  

・会議での団体地域の交流と、社会保障関係の学習を引き続き取り組んでいく。 

④次回常幹 1月 18日(月)14：00～16：30 東部区民事務所 











2020年11月19日初、11/29一改、12/1二改 

 

「コロナにまけない！食料×生活支援プロジェクト」企画案 

  

名称 コロナにまけない！食料×生活支援プロジェクト 

開催日 2020年12月23日（水）※行政窓口へつなぐことができるように、平日の開催とする。 

対応時間帯 10：00～16：00 

会場  東京労働会館（駐車場前・中、地下・小会議室、東京地評会議室、ラパスホール） 

  ①駐車場前（テントあり。炊き出し、総合受付（物資受取、相談の振分け）） 

 ②駐車場内（折りたたみテーブルに陳列、ライト増設。物資受取、アンケート）※当日は喫

煙コーナー使用不可にできないか。 

③地下・小会議室（女性・子ども関連物品受取ブース、アンケート） 

④ラパスホール（労働相談、生活相談、健康相談のワンストップ） 

⑤東京地評会議室（相談会場の予備、プライバシー配慮必要な相談事案のブース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目的・内容 ①（食品、生活物資の配給）来場した生活困窮者・世帯に食品や衛生資材をはじめとする生

活資材を無償配給する。 

 ※学生向けの支援の様子（写真）、ひとり親向けの支援の様子（写真） 

  

  

 

 ※生活資材の選定に際しては、最低生計費調査で使用した持ち物リストを参照する。 

 ※※預かった資材は、7 階ラパス（室内倉庫、リフレッシュルーム）、5 階地評会議室、地下

倉庫、地下会議室前のスペースに分けて保管する。 

 

米 5kg（カトウファーム）、クオカード（1000 円）

飲料 500ml4 本、蒸しパンミックス 2 パック（ピ

ジョン株式会社）ボンヌママンジャム 30ml

（ANDROS JAPAN KK） 

 



 

 ②（炊き出し）来場した人に料理（豚汁。温め直し方式）を無償提供する。容器（蓋つき）に

入れて提供、持ち帰ってもらう。その場での喫食は不可とする。 

③（健康、セーフティネット活用、労働問題の相談対応）来場者、電話、ツイッターDM に

よる各種相談に対応し、問題解決にむけたアドバイス・支援を行う。 

④（相談窓口の紹介）行政関係機関や地方議員など、再相談や応対が可能と思われる窓口を

紹介する。 

⑤（行政等への要請）聞き取った生活問題や不安の内容を取りまとめ、行政等への改善要請

を実施する。 

⑥（社会的アピール）相談内容の取りまとめ結果をもとに、記者会見などを通じた社会的ア

ピールを進める。 

 

対象者  ひとり親世帯、移民労働者、学生（留学生含む）をはじめ、一般の勤労世帯にも門戸を開く。

※前３者を主たるターゲットにするが、よびかけを特定階層に限定せず、誰でも（困ってい

ない人でも）来て構わないようにし、困窮者の「施し」に対する忌避感を薄める・敷居を低

くするように心がける。 

 

主催  協力していただける各団体の横並びとする。 

※現在の参加団体；東京地評コロナ対策本部、東京社保協、東京民医連、（都民連）、（自由法

曹団東京支部）、・・・・ 

 

公表する連絡先 ①050ダイヤル（iphone8購入済み、SIM別途購入+050サービス加入） 

②ツイッター（＠567o783の再利用） 

※LINE アカウントも取得し、LINE しか連絡手段を持たない人の専用回路として使用する

（例、LINE電話）。 

財政  参加団体からの賛同金を中心に＠2000円*150人分＝30万円規模をめざす。 

 ①都民連に 10 万円の賛同金を要請する。②参加団体から一口 1 万円の賛同金を寄せてもら

う、③個人カンパ（当日の炊き出しでもカンパ箱用意）で集める。 

 

※「お金の寄付」、「食品・生活資材の寄付」、「時間の寄付（ボランティア）」の３つの寄付の

中から、可能な形態を選択してもらう。 

 

周知・告知  ①会館周辺への全戸（ビラ原稿完成は12/4）、②ツイッター、臨時ホームページ（による情報

展開、③議員・政党を含む友誼組織からの告知、④移民労働者・留学生のコミュニティへの

働きかけ、⑤マスコミの協力、⑦地元医師会・歯科医師会など公的団体への協力要請・働き

かけ、⑧ＪＲ大塚駅頭での予告宣伝（9の日宣伝などに相乗り、独自の昼宣伝）、当日の呼び

込み宣伝 

 

相談対応  ①労働相談（東京地評組織局で対応？）※要女性相談員 

  ・直接面談方式とTwitterのDM（ツイッターのメール機能。）方式を並行して行う。 

 ②生活相談（東京社保協、都生連、東京自治労連？、東商連？で対応） 

 ※要女性相談員 



 ・直接面談方式とオンライン方式を並行して行う（オンライン方式＝会館（相談希望者）と

会館外の相談員をオンライン（zoom）でつなぎ相談（相談員が所属事務所などで待機し、必

要に応じてオンラインで相談に対応する）。 

  ③健康相談（東京民医連で対応） ※要女性相談員 

 ・直接面談方式のみとする。 

※ただし、TwitterのDMでの健康相談関連は、③健康相談にリレーする。 

以上 
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中央社保協構成団体、関係団体 御中

社会保障入門テキス ト作成へのご協力のお願い

2020年 11月 吉 日

中央社保協 。社会保障誌編集委員会

秋冷の候、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。

中央社保協 0社会保障誌編集委員会では、社会保障誌の企画として、青年向け

の「社会保障入門テキス ト」の発行 (2021年 9月 発行予定)を予定しています。

テキス トの内容を社会保障に関して、青年が興味 ◆関心を持っていること、知

りたいことについて解説するという趣旨から、若い世代 (20～ 30代 くらい)の
社会保障に関心のある方から有志を募り、フリートァクを実施します (添付のチ

ラシもご参照ください)。 フリートークの内容を活かし、テキスト作成を行いま

す。フリートーク後に、テキスト内容の具体化の議論に参加していただく方も合

わせて募集しています。

アドバイザーとして、京都府立大学公共政策学部福祉社会学科村田隆史講師

にご協力をいただいております。

各団体におかれましては、貴団体の要求実現運動、日常業務でご多忙な中、大

変恐縮ですが、下記の要領で募集いたしますので、ご協力をどうぞよろしくお願

いいたします。

口己

社会保障入門テキス ト作成 ご協力者の募集

○対象者 :若い世代 (20～ 30代)で社会保障に興味のある方

○募集期間 :12月 12日 (土)まで

○内容 :①第 1章で行うフリートーク (下記日程)への参加

(12月 19日 (土)14:00～ 15:30も しくは 21日 (月 )18:30～ 20:00)

※WEB参加も可能

② 「社会保障入門テキスト」 (別紙)の内容の検討

※①のみ、②のみでも可能、自分の関わりたい形での参加可能

○問い合わせ先 :社会保障入門テキス トプロジェク ト

メール :shaho.tekisuto.proieCt@gmail.com

以 上
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乳朦舛群顧爾みん罪な件

この事件は、2010年 5月 10回、東京都足立区の柳原病院で平L腺腫

機の摘出手術奄した外科EAl師が、女性患者から iわいせつ行為をされた」

と訴えられたものです。憩者は手術時に金身麻酔をしており、「被書J

を訴えた創ま術後約 30分のことでした。外科医師|よ 、一鷺して無実を

訴えています。

一審の東京地裁|よ外科医師に無罪判決を言い渡しましたが、2020年
7月 13騒、東京高等裁率」所 (朝山芳史裁半」長)は、東京地裁の無罪判

決を破棄し、外科医師に対して懲役2年の実汗1響」決を書い渡し議した。

―けで断罪されたずさんな科捜研織畿定を不間にした

診察 (触診)を した執刀医のDNAが慧者から検出さ担るの|よ当然です。だからこそ証拠となる鑑定|よ科学的でな

け畿ばなりません。ところがな視庁科学撥査磯究所の証拠は、9カ所も消しゴムで消して議審直した跡のある鍮鰺機

きのワークシート麟 議録)1枚のみ。DNA量を証明するDNA機臨液やDNA増幅曲線は廃棄され、検謳 |ま不可能。

このような鑑定は 視庁の内部通達にも濾震し議す。ところが難驚轟識は科捜研の鑑定は科学的厳蜜性がなくても備

鶴できるとし察した。

麗攣彎膏竃、せん

"の
導Fl家鉦鸞を排除

せん書の専門家ま P隆的幻覚|よ記憶に残りやすい。せん妄状態でも手続壼記憶によりしIN霊 奄打0ことは出来機。
せん書の国際基準 (DSM-5)に当ではめて診断し、女性憩者|よ術後鬱ん警命状態で幻鷲を見ていた可能lltがある。j

と証言しました。しかし東京高裁|よ医学的根拠をないがしろにして、曲らせん書の新 ]家でないと鴫言した検察偶1推

藤の精神科医の私的な意見覆採用し讚した。

有撃 に識 のよい漕 だ lナ竃採瀧

東京高雛 、女性憲者の訴潮よ『具体的で連藁性:こ とみ、供述の一震ll■がある」として認めました。一方で東京地

裁が事実認定してしヽる女1士憲者の [ぶ、ざけんな、ぶっ殺してゃる」との書動を聞いた着護師の護言覆、カルテに記載

がない、病院関係者なので信用できないと排斥しました。同室憩機の 「女性はア園ア全体に闇こえるような大声を出

していた。お母さん動けてと|よ懲ってしヽない1との議書を黙殺しなした。東京地裁が当事者の証書を直接聞いたうえで、

見極めた事実認定を、書面犠読んだ越Iサの高裁が憶測で覆すこと|よ許され篠せん。

東京地餓は、女1機患者が手術後、麻酔から覚議す鶴際にせん欝|こ 陥りやすい状態であったこと、せん妄 |こ伴っ

て鱒鷲場見てしヽた可書剛奎|よ十分あることんヽら、女lll憲者の誰書を肯定する|こ |よ証明力の強い補助置拠が必爾

であ機とし意した。

董:1宝慧者の左胸から「アミラーゼと外料隆師のD tt Aが検出さ穐燿1維異lt~対 して東京地裁は、手4晰前の鶴

診等で付着した可能性を l排斥できない」としました。科捜研に対しては、リータシートが鉛筆書きだつた

ことやD tt A抽出液を廃棄bたこと|こ つしヽて、「検査者としての誠実さ1融疑念がある」と撤ヒ判しました。そ勢

うえで科捜研勢鑑定がたとえ正しくてtl支蟻憩者の証言場補強す鶴瓢銹力|よ十分ではなしヽとし譲した。

女性憩者の被書の訴えについて、東京地裁判決I窓 騰 酔覚醸時のせん妄の影響を受けていた可能性がある」

として、備爾l10に疑間があるとして、外科医師に無罪半」決を言い渡しました.

事件そのもの捩あり驚せん

女性懸蓄鋳べy詳簿擁菫塁入り醸からすぐの左模1



常濾磯鐘覇惨纏議い潔巡

病室|よ 4人部鸞で満床、女:1整憲機のベッド|よ靖時間放されている病菫出入園からすぐのな曇苺.
ベッド1議床か嚇35セ ンチ聞いてい機カーテン1枚で仕切られてbヽ機だけ。

病_~2に医師・着譲師が頻繁に出入りしており、外科医師1凛 駿1011ベ ッドサイがで鸞護職 機っている。
食度圏の読豊8等には力…テンの外に母親がしヽた。

物は嘔に鶴不可能

憩者のベッドは術後量議のために高く圏定さ粒、転落防止のベッド柵が3本装着さ撲てしヽた。
身晨 1の5センチの外科医師が、柵を乗り越えない限り、「犯イサJIよ不可能。

外科医自雨|ま手術着を着ており、ズボンは織で縛るタィプで、絶社ほどかないと自慰

`予

為は不可育彗.  
電鰺兆鱚鱚瞳

た`

y本医師余 |ま じめ、轟飾・ 医療従事者が篠りの亦「饉贔鯛壌が燿鬱鶴』とな鐘
圏本医師会|よ 嵩裁半J決について、F極めて遺憾。金力で支援す磯Jと表明し讚した (7月 15圏記警察蠅)。

「病院聞
係場だわヽら借踊できない、カルテに記載がなければ認ぬないJと医療現場の実態を無視して憲者の訴えのみで有罪に
なるようで|ま 「日常の診療行為ができなくなるJと全国の医療関係者が懸念の声場あげてい驚す.ひしヽて|ま懸者の盤
命や饉議に損害を及ぼしかねません。

笥法が置縄議で構み上げて審た判決!=重る響織奮:こ水を覆ずものです
…詈で|よ 1 4 Emllの 期日間整理手続きを経て、13国の食事りの後に結審しました。そこで明らかになつた事実に基づいて、

東京地裁は無罪華J決を目しヽ渡したのです。東京高裁はせん警についてのみ、検察節 弁護団それぞれに専門家護人を
推驚させました。しかし嵩裁で証雷したせん妄の専F電家は弁護側の1人でした。DNA・ アミラーゼに関する新たな証
拠の提出は蹴め譲慧んでした。それにもかかわらず、論拠も示さず 騰理鋼、経験員JIこ照らしてJとの文書で、一警
③無罪率」渋場覆すことが許されれば、日本の司法において科学的議拠やり ]家としての見解|こ 鸞係なく、裁判竃が鐵
分の感性だけ警穐罪半J決を下せることになり、とて場恐るしいことと言わざ儀を得ません。

職朧鶴鶉科甕師を守る会議、東籠高裁判決が 1圏鶴畢く懺鸞富れ、議贈のは機籍鵜奄影ただ |ナ

鶉斜科医師のえん轟を購らし、医師の仕事≧堂瀬覆購り欝すとな機置、目藤鶉爾灌が覇鶏臓鶴科

学 I=も魔響る判決で、えん攀を繰り逗ずこと鶉な機よう、無罪蠅濃寵何と機鷲鶴麟鶴取 りた慾ゝ畿

晰え畿ず。そ鋤ためにもより棒鷹拡鐵なみなさんのご甕機 やご協力を確ぬてお願いいたします。

Υ
一

・■
■
■
一

勒晰 赳
瘍最高り け断宛『高裁判決を破棄し、無霧1通 してください」の個人警名|こご協力くださしヽ

綽外科医師を守る会への会員登録をお願しヽします

時簾機の開催や各種集まりで訴えさせてください

鼈『畿霧覆勝ち取鶴ための度機基寵Jへの選協力徹お願いし畿撃。

振込先 舛科医師を鬱る機 《ゲカイシヲマモルカイ)

ゆうち旗銀行 購名 ○五八 《ゼ鶴ゴハサ)はレ 058 磯冬預金
*郵便燭から振込みの場合 記号 10510  番号 ア◎4522鵞 穐

連絡先 :舛科医師を管る会

水 ― ム ♂ヾ ―・・うガ:https://轟 Ckaiま磯 磯雛 or醸 "③ Fg/ lly獨

プ04522環
ゝ 綺tt,s://9響 驚遷:

抒顧嚢璽た
1響彎議贔/′ i奮馨苺苺弩
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列
劃
川
∃
副
均
ヨ
ｑ
到
例
刻
が

同
脚
鱚
目
日
間
の
納
入
、年
末
一

京

・
足

立
区

の
柳

原
病
院

で

乳
腺

腫
瘍

の
摘
出

手
術
を

受

け

た

女

性

患

者

（
以

下

女

性

）
か
ら

、
手
術
を
執

刀
し

た
外
科

医
師

に

「
術
後

に

左

胸

を
砥
め

る
な
ど
わ

い
せ

つ

行
為

を
さ

れ
た
」

と
訴

え
ら

術
時

に
全

身
麻

酔
を

し

て
お

り

、
「
被
害
」
を

訴

え
た

の
は

術

後

約

３０

分

の

こ

と

で

し

た

。
外
科
医

師

は
準
強
制

わ

い
せ

つ
罪

で
逮
捕

さ
れ

て
１

０
５

日
間
勾

目
さ

れ
ま

し
た

が
、

一
員
し

て
無

実
を
主
張

白雲
呂
裁
要
請
を
終
え
、
横
断
幕
を
か
か
げ
た
皆
さ

ん

軍ら

非
常
識
な
高
裁
判
決
を
正
せ

外
科
医
師
を
守
る
会
が
最
高
裁
要
請

外
科

手
術
を
受

け
た
女
性
患
者

か

ら

「
わ

い
せ

つ
行
為
を
さ
れ
た
」

と
訴
え
ら
れ
た
乳
腺

外

科
医
師
冤
罪
事
件

。
外
科
医
師
を

守

る
会

は

「
月

１２
日
、
最
高
裁

へ
独
自

要
請
行
動

を

お

こ
な
い
ま
し
た
。

事

件

は
２

０
１

６
年

、
東

　

れ
た
も

の

で
す

。
女

性
は
手

　

し

て

い
ま
す
。

昨
年

２
月
、

一
審
東
京
地

裁
は

、
①
女
性
が
手
術
後

麻

酔

か
ら
覚

醒
す
る
際

に
せ

ん

妄

に
陥
り

や
す

い
状
態
に
あ

り

、
せ
ん
妄

に
伴

っ
て
性

的

幻
覚

を

見

て
い
た
可
能
性

も

相

応

に
あ

る
と
認
定

。
②
警

視

庁

科

捜

研

鑑

定

に

つ

い

て
、
証

明
力
が
十
分

で
は
な

い
と

し

、
外
科
医
師
を
無
罪

と
し

ま
し

た
。

と

こ

ろ
が
今
年
７

月
、

二

審
東

京
高

裁
は
医
学
的

な

根

拠
を

無
視

し
、
自
ら

せ
ん
妄

の
専

門
家

で
な
い
と
名
乗

る

検
察

側
証
人

の
独
自

の
見
解

を
採

用
。

一
審
で
断

罪
さ

れ

た
ず
さ

ん
な
科
捜
研

の
鑑
定

を

信

用
し

、

一
審
無

罪
判
決

を
破
棄

し
、
懲
役
２
年

の
実

刑

判

決

を

言

い

渡

し

ま

し

た

。日
常
の
医
療
行
為

で
き

な

く

な

る

要
請

に

は
７
人
が

参
加

。

柳
原

病
院

の
医
師

で
外
科

部

長

・
八
巻
秀
人
さ
ん

は
、
以

下

の

よ

う

に

要

請

し

ま

し

た
。

「
本
件

は
犯
罪

（事

件

）

で
は
あ

り

ま
せ
ん
。

『
事

件
』

当
日

に
私

は

一
緒

に
手
術
を

お
こ
な

い
ま
し
た

。
診
察
を

し
た
執

刀
医

の

Ｄ

Ｎ
Ａ
型
が

患
者

か
ら
検
出

さ
れ

る

の
は

当
た
り
前

の

こ
と

で
す

。
こ

れ

で
犯
人

と
さ

れ

て
し
ま
う

の
で
は

、
医
療
が
成

り
立

ち

ま
せ
ん
」
。

「高

裁

判

決

は

女

性

の

『
ふ
ざ
け

ん
な

、
ぶ

っ
殺
し

て
や
る
』

と
の
言
動
を

聞

い

た
と

い
う
看
護
師

の
証
言

を

『
カ
ル

テ
に
記
載
が

な

い
』
、

『
病
院

関
係

者

の
証
言
』
と

排

斥

し

て

い

ま

す

。

『
医

療

現
場

の
実

情
を

見

て
く
れ
な

い
な

ら

、
怖

く
て
日
常

の
医

療
行
為
が

で
き
な

い
』

と
、

懸
念

の
声
が

出

て

い
ま
す
。

さ
ら

に
患

者

が
必

要
な
医
療

を
受

け
ら
れ

な
く
な

っ
て
し

ま

い
ま
す
」
。

東
京
社

会

保
障
推

進
協
議

会

事
務
局

次
長

の
窪

田
光

さ

ん
は

、
コ

一審
判

決

は
、
裁
判

官

に

常

識

が

な

い

と

感

じ

た

。
争
点

で
あ

っ
た
せ
ん
妄

＊
せ
ん
妄
　
麻
酔
の
影
響
な
ど

で
認
知
能
力
が

一
時
的
に
低
下

し
、
周
囲
の
状
況
を
理
解
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
り
、
意
味
不

明
な
言
葉
を
発
し
た
り
、
現
実

感
を
伴
う
幻
覚
を
見
た
り
す
る

状
態

に

つ
い
て
、
自

ら

『
専

門
家

で
は
な

い
』

と
公

言

す
る
検

察
側
推

薦

の
精
神

科
医

の
証

言
を
採

用

す
る
と

は
あ

り
得

な

い
。

こ
れ

で
有
罪

と
な

っ

て
し
ま

う

の

で
あ
れ

ば

、
誰

で
も
犯
罪

者
と

な

っ
て
し
ま

う
。
高

裁
判

決
を
受

け
日
本

医
師
会

は
記

者
会

見

で

『
極

め
て
遺
憾

。
全
力

で
支

援
す

る
』
と
表

明

し

て
い
ま

す
。

ま
た
本

国
提

出
し

て

い
る
署

名

に

も

表

れ

て

い

る

よ

う

に
、
関
心

が
集
ま

っ
て

い
る

事
件

。
道

理

に
も
と

づ

い
た

判
断
を
し

て
欲

し

い
」

と
訴

え
ま
し
た

。

国
民
救
援

会
中

央
本

部

の

岸

田
郁
事
務

局

長
か
ら

は

、

「
事
件

は
医

療
現

場

に
携
わ

る
方
々
だ
け

の
問

題
で

は
な

く

、
医

療
を

受
け
る
側

の
問

題

で
も
あ

り

、
国
民

全
体

に

か
か
わ
る
問

題
。
安

心
し

て

医
療

に
か

か
れ
る
よ

う

に
公

正
な
判

断
を
求

め
る

。
現
在

の
最
高
裁

は

、
弁

護
団

の

面

会

を

受

け

入

れ

て

い

な

い

が

、
か

つ
て
は
書

記
官
や
調

査

富

が

直

接

面

会

し

て

い

た
。
事
件

当

事
者
や
弁

護
人

の

話

を

直

接

問

い

て

ほ

し

い
ヽ当

日

、
最
高

裁
あ

て

の
署

▼
乳
腺
外

科

医
師

冤
罪
事
件

上
告
趣
意
書
学
習
会

Ｈ
月

２７
日

（
金
）

午
後

６
時

３０
分

　
　
　

　
　

　
　

　
　

´

東

京

・
足
立

区
勤
労

福
社

会
館

（綾

瀬
プ

ル

ミ

エ
）

＊

コ
ロ
ナ
感

染
対
策

の
た
め
、
定

員

を
決
め

て
い
ま

す
。

Ｈ

月

２５
日

（
水

）
ま

で
に
お
申
込

み
く
だ
さ

い
。

ｎ

０
７
０

（
５
５
５
３

）
８
１
１
５

（
野

田
）

名
２
万
９
７
０
１
人

（累
計

３
万
４
１
８
５
人
）、
６
団

体

（累
計
２３
団
体
）
を
提
出

し
ま
し
た
。

せ
ん
妄

へ
の
理
解

広
げ
る
運
動
作
る

最
高

裁

で
の
勝

利
を

め
ざ

し
、
外

科
医
師

を
守

る
会

の

野

田

英

樹

さ

ん

は

、

「
私

は

事
件

当
時

に
弁
護

士

の
現
場

検

証
な
ど
も
立

ち
会

い
ま
し

た
。
外
科
医
師

の
無

罪
を

確

信
し

て
い
ま
す

。

せ
ん
妄

と

い
う

状
態

は
医
療

関
係

者

に

は
理
解
さ

れ
る

の
で
す
が

、

ま
だ

一
般
的

に
は

理
解

さ

れ

て
い
ま

せ
ん
。
医
療

関

係
者

で
な

い
方

に
も

知

ら
せ

て
、

支
援

を
広

げ

て

い
き
た

い
と

思

い
ま
す
」
と

話
し

て

い
ま

す

。
〈
要
請
先

〉

〒
１
０

２
１

８

６
５

１
　
千
代

田
区
隼

町

４

１
２

］響
向裁
判
所
第
２
小

法

廷
〈
激
励
先
〉
外

科

医
師

を
守

る
会

　
ホ
ー

ム

ペ
ー
ジ

¨
，

ｒ

●
∽
ミ
¨
Φ
”
”
庁
づ
”
目
】
ｏ
「
●

０
「
¨

Ｆ
Ａ
Ｘ

¨
０
３

（５
８
４

２
）

６
４

６
６

　
国
民
救
援

会
東
京
都
本
部

東
住
吉

冤
罪
事
件

の
青

木
恵
子

さ
ん
と
、
湖

東
記

念
病
院
事
件

の
西
山

表

否

さ

ん
は
、
と

も
に
和
歌
山

刑
務

所

に
収
監

さ
れ

て
い

ま
し
た
。
同
じ
屋
根

の
下

で
暮

ら
し
た

の
は
２

０
０

７
年

か
ら

１５
年
ま

で
約

８

年

間
。

一
時
期

は

工
場

で

隣

同
士
で
作

業
を

し
た

こ

と

も
あ

る
、
ま

ざ

に

「獄

友

」
で
す

▼
西
山

さ
ん

は

あ

る
と
き

か
ら
青
木

さ
ん

を
同
じ
冤
罪
仲

間

の
先
輩

と
し

て
、
自
暴
自

棄

に
な

っ
て

い
た

我
が
身

を
振

り

返
り

、
ま

じ
め

に
過

ご
す

よ
う

に
な

っ
た

と
言

い
ま

す
ｏ

‐５
年

、
１７
年
と
相

次

い

で
釈
放

さ
れ

た

の
ち

も

、

懇
意

な
付
き
合

い
を
続

け

‐９
年

３
月

、
「冤
罪
犠

牲
者

の
会

」
発
足
以

降

は
、
共

同
代

表

の
青
木

さ
ん

に
習

い
、
西
山

さ
ん
も
獄
中

の

人

た
ち

へ
の
激
励

の
手

紙

を
書

く
な

ど
、
さ
ら

に
関

係

は
深
ま

っ
て

い
ま
す

▼

二
人

の
話
題
は
常

に
未
だ

苦

し
み
の
渦

中

に
あ
る
冤

罪
仲
間

の
こ
と
。
△
′
年

１０

月

１１
日
、

二
人

は
奈
良

県

山
添

村

で
暮
ら
す
名

張
毒

ぶ
ど

う
酒
事
件

の
岡

美
代

子
さ

ん
を
訪
ね

ま
し

た
。

そ

の
日
の
岡
さ

ん
は

、
見

違

え
る
く
ら

い
に
元
気

そ

の
も

の
。
や
は
り
鹿
野

裁

判

長
の
も

と
裁
判

の
明
る

い
兆

し
が
岡

さ
ん
を

元
気

づ

け

て
い
る

の
だ

と

二
人

は
安

堵
。

Ｈ
月

１０
日
岡

さ

ん
は

９‐
歳

に
、
名
張

の
勝

利
も
ま
じ

か

で
す
。

（
―
）



港
Ｑ
の人
曰
雹
鰺
辟
濯

と
ベ
ツ
ド
　
　
れ
、
看
護
師
３
人
、
麻
酔
科
医
、
　

病
院
側
に
有
利
な
発
言
を
す

　

一昌
裁
の
判
断
は
、
せ
ん
妄
の

品一」一」一ｍ瑳̈
摯砺誅岸腱いか詢峠
“いれのはに配眸」ポ静社
響̈卸権幹鋤嗅馨江つょ̈
『

一
●
・　
電
「では
‰
等
鋒
九
郎
蒙
誹
纏
“麓
略
縫
蜃
だ
「膨
離
肛

東
京
都
足
立
区
の
柳
原
病
院
で
、
　
　
　
　
―
―
日
本
医
師
会
や
日
本

　

　

―
―
裁
判
の
主
な
争
点
は

‐‘‐‐
■
一　

　

　

発
言
は
当
時
、
患
者
が
幻
覚
を

い
こ
と
は
何
も
な
い
の
に
、
た

が
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
医

乳
腺
腫
瘍
摘
出
手
術
後
の
診
察
時
に
　

　

　

医
学
会
な
ど
、
全
国
的
に
　
　
　
Ｄ
Ｎ
Ａ
定
量
検
査
と
女
性

痙ヽ一一一一一̈一̈一一か「直示一讐一̈一̈一神一］り̈̈一義一ｍ一峙一いい一囀り̈一̈

女
性
患
者
の
胸
を
な
め
た
と
し
て
、　
　
　
　
支
援
の
輪
が
広
が

っ
て
い

　

　

が
せ
ん
妄
状
態
だ

っ
た
か

準
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
問
わ
れ
た
男

　

　

　

る
そ
う
で
す
ね
。
　
　
　
　
　
　
ど
う
か
で
す
。

１
審
判
決

性
外
科
医
師
の
裁
判
。
東
一塁
高
裁
は

　

　

外
科
医
は
１
０
５
日
間
勾
留

　

　

で
は
、
科
学
捜
査
研
究
所

７
月
１３
日
、
１
審
の
無
罪
判
決
を
破

　

さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
保

　

　

が
行

っ
た
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
鑑

一
一

一
一
一　
院
関
係
者
な
の
で
信
用
で
き
な

師
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
の

私
の
と
こ
ろ
に

「患
者
さ
ん
が

棄
し
、
懲
役
２
年
を
言
い
渡
し
た
。
　
　
釈
を
要
求
す
る
里
星
「が
３
万
人

　

　

定

（
唾
液
な
ど
に
反
応
）

一
●

・
一
．　
い
」
と
看
護
師
の
証
言
を
退
け

で
す
。
医
療
従
事
者
と
し
て
ど

興
奮
し
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
に

外
科
医
は
今
月
１０
日
、
上
告
し
た
が
、
　

以
上
、
保
釈
後
、
無
罪
を
求
め

　

　

や
Ｄ
Ｎ
Ａ
定
量
検
査
の
ず

一一

一
一
一
一　
た
。
せ
ん
妄
の
診
断
は
医
師
が

ち
ら
の
側
に
立

つ
と
か
で
は
な

来
て
く
だ
さ
い
」
と
連
絡
が
あ

医
療
現
場
か
ら
は

「実
態
を
無
視
し

　

る
署
名
が
２
万
人
以
上
、
全
国

　

　

さ
ん
さ
も
指
摘
さ
れ
ま
し

一・　
一
一
　
一一　
す
る
も
の
で
あ
り
、
着
護
師
は

く
、
真
筆
に
患
者
に
向
き
合

っ
　
り
ま
し
た
。
一病
室
に
駆
け
付
け

た
有
罪
で
は
、
医
師
は
怖
く
て
日
常

　

の
乳
腺
外
科
は
じ
め
、
大
を
一
病
　

　

た
。

ギ

一
一

一
一

様
子
が
お
か
し
い
こ
と
に
気
付

て
見
聞
き
し
た
こ
と
を
、
あ
り

る
と
、
母
親
が

「そ
ん
な
こ
と

の
医
療
が
で
き
な
く
な
る
」
と
の
声

　

院
、
県
立
病
院
、
が
ん
セ
ン
タ

　

技
官
が
鑑
定
経
過
を
記
入
し

Ｌ
卜
■
■
卜

い
て
も
せ
ん
妄
状
態
か
ど
う
か

の
ま
ま
に
証
言
し
た
に
過
ぎ
ま

あ
る
わ
け
な
い
じ

ゃ
な
い
」
と

「
二

〇
社
い
“
｝
碑
岬
返

「
と

耗
』
」
峠
華

　

川
¨
戦
萎
噌
裁
い
雄
喉
難
静
錆

徴
詢
印
膨
”
耐
淋
囃
鋤
準
準
滲

．
．

ｒ
，

一一

ｍ
卿
謝
れ
中
た
構
は
あ
げ
嗜
轟

せ
ん

ｒ
‐
‐
審
で
は

「約
２。
分

牛
¨
岬
か
華
凝
卸
特
れ
数
炒
”

外
科
医
が
患

者
の
客
観
的
な
状
況
に
関
す
る

　

　

間
、
せ
ん
妄
状
態
に
陥

っ

り
、

「麻
酔
薬
と
鎮
痛
薬
の
影

な
が
ら
、
マ

証
言
者
は
い
な
く
な
り
ま
す
。
　
　
　
て
い
た
可
能
性
が
十
分
あ

響
で

一
時
、
変
な
夢
を
見
る
こ

ン
ョ
ン
し
て
　
　
　
―
１
１
警
で
採
用
さ
れ
た

　

　

る
」
と
判
断
さ
れ
た
の
に
、

と
が
あ
り
ま
す
」
と
２
人
に
説

ｃ
い
ま
す
。
　
　
　
看
護
師
の
証
言
が
、
認
め

　

　

一局
裁
で
は

「せ
ん
妄
に
伴

明
し
ま
し
た
。
実
際
、
患
者
に

上
の
た
め
に

　

　

ら
れ
な
か

っ
た
の
は
な
ぜ

　

　

う
幻
覚
は
生
じ
て
い
な
か

は
通
常
よ
り
多
量
の
麻
酔
薬
が

あ
お
む
け

　

　

で
す
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た
」
と
覆
り
ま
し
た
。
　
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

鼈̈
躙
骰
輻
鼈
颯
饗
魏
雉
儡

一手
が
入
ら

　

　

‘―
⊥
員
裁
判
決
で
は

「患

誤
入
力
が
あ
る
も
の
で
し
た
。
　
ま
た
複
数
人
で
診
察
を
す
る
こ

小
ン
が
床
に

　

　

者
の
証
言
が
具
体
的
で
迫
　
　
　
―
⊥
局
裁
は
患
者
の
証
言

と
は
困
難
で
す
。
こ
の
よ
う
な

真
性
が
高
く
、
知
人
に
送

　

　

を

「犯
行
の
証
拠
と
し
て

医
療
現
場
の
実
態
を
無
視
し
て

一
人
部
屋
の
　
　
　
っ
た
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
内
容
と

　

　

強
い
証
明
力
を
有
す
る
」

患
者
の
訴
え
を
う
の
み
に
し
て

不
で
一回
窒
は

　

　

も
符
合
す
る
」
と
述
べ
て

　

　

と
断
じ
、
有
罪
判
決
を
下

有
罪
に
な
る
と
な
れ
ば
、
怖
く

ヽ
の
左
側
で

　

　

い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
て
日
常
の
医
療
行
為
が
で
き
な

せ
ん
妄
球

態
下
に
あ
る
患
者

　

「ふ
ざ
け
ん
な
…
…
」
と
い
う

く
な
り
、
今
後
も
同
じ
悲
劇
が

化
、
医
師
や

は
、
客
観
的
な
事
実
と
同
時
に

発
言
の
時
に
患
者
が
せ
ん
妄
状

繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
医
療
従
事

山
入
り
し
、
　
幻
覚
を
見
る
こ
と
が
あ
り
、
幻

態
下
で
幻
覚
を
見
て
い
た
こ
と

者
の
間
で
支
援
の
輪
が
広
が

っ

ω
考
あ
い
て

覚
か
否
か
の
区
別
が
つ
き
ま
せ

は
、
高
裁
も
認
め
て
い
ま
す
。
　

て
い
る
の
は
、
皆
、
そ
れ
を

一

ン
で
仕
切
ら

ん
。
幻
覚
に
応
じ
た
行
動
を
取

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
発
信
の
後
に
患
者
は

番
危
倶
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

）
た
。
外
科

り
ま
す
し
、
記
憶
に
も
残
り
ま

　

「こ
こ
は
ど
こ
？
　
お
母
さ
ん

　

　

―
―
【垂
高
裁
で
ど
ん
な
裁

降療
従
事
者

す
。
せ
ん
妄
状
態
下
で
電
話
を

ど
こ
？
」
と
看
護
師
に
話
し
て

　

　

判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期

」疑
間
を
投

か
け
た
り
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
送
る

い
ま
し
た
。
こ
の
間
、
継
続
し

　

　

待
し
て
い
ま
す
か
。

力的
に
無
理

ラｃ
と
も
で
き
ま
す
。
高
裁
判
決

て
せ
ん
妄
状
態
下
に
あ

っ́
た
こ

　

日
本
中
の
医
療
従
事
者
が
注

、い
る
か
ら

は
、
せ
ん
妄
診
断
の
専
門
家
が

と
は
明
ら
か
と
い
う
の
が
、
せ

目
し
て
い
ま
す
。
せ
ん
妄
状
態

実
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
証
言

ん
妄
診
断
の
専
門
家
の
証
言
で

に
あ

っ
た
場
合
の
患
者
の
証
言

［護
師
が
脇

を
全
て
退
け
た
の
で
す
。
実
際
、

す
。
せ
ん
妄
状
態
下
で
は
注
意

に
信
用
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て

も^
う
と
し

ス
マ
ホ
を
手
渡
し
た
の
は
看
謹

障
害
、
認
知
障
害
な
ど
の
意
識

医
学
的

・
科
学
的
な
根
拠
に
基

″
「ふ
ざ
け

師
で
す
し
、
送
信
相
手
は
普
段

障
害
が
出
ま
す
。
高
裁
は
こ
れ

づ
き
判
断
し
て
欲
し
い
と
思
い

し
て
や
る
」

か
ら

一
番
多
く
や
り
と
り
を
し

を
全
て
受
け
入
れ
す
、
患
者
の

ま
す
。
な
ん
と
し
て
も
無
罪
を

）た
の
に
、
　

て
い
る
知
人
で
す
。
最
初
に
送

証
言
に
証
明
力
が
あ
る
と
し
ま

確
定
さ
せ
、
彼
の
名
誉
を
回
復

信

が
な
い
　
っ
た
メ

ッ
セ
ー
ジ
は

「た
す
け

し
た
。
術
後
は
せ
ん
妄
状
態
に

さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
強
く
願

っ

あ
つ
」
‥
「て
∵
　
「
い
ま
す
ぐ

な
る
ケ
ー
ス
が
相
当
あ
り
、
こ

て
い
ま
す
。

一判
が
開
か

き
て
」
と
い
う
平
仮
名
で
短
く
、

れ
は
医
療
現
場
の
常
識
で
す
。
　

　

　

　

（聞
き
手
＝
滝
□
豊
）

2020年 (令和 2年 )11月 20日 。9日 発 行 )



最高裁判所第２小法廷 御中        令和 2 年（あ）第 1026 号 乳腺外科医師冤罪事件 
             

    外科医師は無実です 

高裁判決を破棄し、無罪にして下さい 
 

 2020 年 7 月 13 日、東京高等裁判所（朝山芳史裁判長）は、東京地裁の無罪判決を破棄して、懲

役 2 年の実刑判決を出しました。 

 2016 年 5 月 10 日、東京都足立区の柳原病院で、乳腺腫瘍の摘出手術をした外科医師が、女性患

者から「わいせつ行為をされた」と訴えられました。患者は手術時に全身麻酔をしており、「被害」

を訴えたのは術後約 30 分のことでした。外科医師は、一貫して無実を訴えています。 

この事件は、犯罪そのものがありません。現場は満床の 4人部屋で、医師・看護師が頻繁に出入

りしていました。女性患者のベッドは、床から 35 センチ開いているカーテン 1 枚だけで仕切られ

ていました。ベッドは術後看護のために高く固定され、転落防止のベッド柵が 3本ありました。身

長 165 センチの外科医師には、柵をよじ登らない限り、「犯行」が不可能でした。その他の客観的

状況から見ても、「犯行」は常識的に考えられません。 
  
東京地裁の無罪判決は、患者の証言は「麻酔覚醒時のせん妄の影響を受けていた可能性」があり、

信用性に疑問があるとしました。また、「アミラーゼ陽性反応があり、外科医師の DNA が一定量、

検出された」との鑑定結果に対しては、「手術前の触診やだ液の飛沫等による可能性を排斥できな

い」としました。そして、ワークシートの鉛筆書きや DNA 抽出液の廃棄について、「検査者として

の誠実さに疑念がある」と、科捜研を批判しました。 

これに対し、東京高裁の判決は、女性患者の「せん妄」を示す言動を具体的に述べた看護師の証

言について、「カルテに記載がない」「病院関係者の証言」と排斥しました。同室にいた患者の証言

も無視しました。これは医療現場の実情に反し、事実を見ない判断です。鑑定については、「客観

的な資料がなく、再現性がなくても、科捜研の検査員ならば信用できる」として、鑑定結果を採用

しました。せん妄については、国際的な診断基準（DSM-5）を用いて「せん妄状態にあり幻覚を見

た可能性が高い」と判断した専門家証人の証言を採用せず、同診断基準を用いない証人の証言を採

用しました。事実と科学を否定した判決です。 
 
外科医師は、2016 年 8 月 25 日の逮捕から 105 日間も身柄を拘束されました。高裁判決が確定す

ると、刑務所に収監され、医師免許もはく奪されてしまいます。1 日も早い救済が必要です。全国

の医療関係者が、「日常の医療行為ができなくなる。医療崩壊が起きる」と怒りの声をあげていま

す。ひいては、患者の生命や健康に損害を及ぼしかねません。日本医師会も、「極めて遺憾。全力

で支援する」と表明しました。 

 貴裁判所におかれましては、事実と科学を否定した高裁判決を破棄し、無罪判決を出されるよう

要請します。 
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